
 

 

 

 

 

 

 

 

 
昨シーズンも国内では鳥インフルエンザが発生し、全国的に多大な被害が

ありました。夏は発生が落ち着く時期ですので、渡り鳥の飛来が本格化する
前の 9 月中には発生予防対策の徹底、畜舎施設（金網やネット等）の点検・
修繕等の防疫体制を整備しましょう。 
 

 
◇特に外国人従業員等による海外からの肉製品等の持ち込み厳禁 

 
 
 

◇関係者以外が畜舎に立ち入ることがないよう看板の設置 
◇農場での人や車両の出入の際の消毒等の徹底 
◇野生動物の農場への侵入防止対策の徹底 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇飼養家きんを毎日観察し、 
家畜に異常がみられた場合は 
すぐに家畜保健衛生所に連絡 

 

令 和 6 年 8 月 発 行 

最 上 家 畜 保 健 衛 生 所  

最上地域家畜畜産物衛生指導協会 

Tel: 29-1357 Fax: 23-2944 

１ 畜産関係者の海外渡航の自粛等 

２ 畜舎内への病原体持込み防止の徹底 

夏のうちに秋冬シーズンに備えた防疫対策の点検を！ 

３ 飼養家きんの健康観察、早期発見・通報 

定期的な点検や修繕を！！ 

最上家畜保健衛生所 

電話 0233-29-1357 
（休日・夜間も対応） 

家きん舎周囲への

消石灰散布 

家きん舎専用 

衣服・靴の使用 

衛生管理区域に 

立ち入る車両の消毒 

金網・ネット等の点検

および修繕 


